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訪 で農作業ができなιl 農業後継者がιlない 層ん/ダだ′ナ誰か/_″せたιヽ

市街イヒ調整区域の農地を貸 したい人は、

励例鶴歴を活用 ιまιよタ

農地を借 りたい

人

本目言1'こ ミ`ミミ
tさ」
町・農業委員会

0契約期間終了後、農地

はお手元に戻 ります

・ 長期間借 りられるので

経営が安定

【
利
用
権
設
定
と
は
】

農
業
経
営
基
盤
強
化
促
進
法
に

基
づ
く
、
耕
作
を
目
的
と
し
た
賃
借

権
の
設
定
の
こ
と
で
す
。
農
地
法
第

３
条

の
許
可
を
得
て
行
わ
れ
る
農

地
の
貸
し
借
り
に
比
べ
て
、
簡
単
に

行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
利
用

権
設
定
に
よ
る
貸
し
借
り
は
、
あ
ら

か
じ
め
借
り
手
と
貸
し
手
と
が
設

定
し
た
期
間
が
満
了
し
た
場
合
、
自

動
的
に
権
利
が
消
滅
し
、
農
地
は
必

ず
所
有
者
に
戻
っ
て
く
る
た
め
、
安

心
し
て
貸
し
出
す
こ
と
が
で
き
ま

す
。

【対
象
と
な
る
農
地
】

市
街
化
調
整
区
域
の
農
地

【借
り
る
方
の
要
件
】

①
既
に
所
有
し
て
い
る
農
地
と
借

り
る
農
地
を
す
べ
て
耕
作
す
る
こ

ＬＣ
。

②
借
り
る
農
地
を
効
率
的
に
利
用

し
耕
作
す
る
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
。

③
年
間
百
五
十
日
以
上
農
作
業
に

従
事
す
る
こ
と
。

【問
合
わ
せ
】

開
成
町
産
業
振
興

課

曾
辰
業
委
員
会
）
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農 業 者 年 金
で 老 後 の 備 え を コ

3つの要件を満たせばどなたでも加入できます

国民年金第 1号被保険者

60歳未満

年間 60日 以上農業に従事

「橋|
:に |

①
　
②
　
③

農
業
者
年
金
は
、
農
業
者
に
大

き
な
メ
リ

ッ
ト
の
あ
る
年
金
制
度

で
、
右
記
３
つ
の
要
件
全
て
を
満

た
し
て
い
れ
ば
加
入
で
き
ま
す
。

農

地
を
所
有

し

て
い
な
く

て

も
、
農
業
経
営
者
で
は
な
い
方
で

も
加
入
用
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
加

入
で
き
ま
す
。

保
険
料
は
月
二
万
円
か
ら
六
万
七

千
円
の
間
で
設
定
で
き
ま
す
。

積
立
式
の
年
金
で
す
の
で
経
営
状

況
に
合
わ
せ
て
保
険
料
を
見
直
す
こ

と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
要
件
を
満
た
し
て
い
る
担

い
手
に
は
、
国
か
ら
保
険
料
の
補
助

が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
支
払

っ
た
保

険
料
の
全
額
が
、
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
に
な
り
ま
す
。
詳
し
く
は
農

業
委
員
会
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

メ」
草
を
流
さ
な
い
で

水
路
に
刈
草
が
流
れ
る
と
、
水
路
が
詰
ま
っ
て

下
流
の
農
家
の
水
利
用
に
支
障
を
き
た
す
ほ
か
、

滞
留
し
て
そ
の
上
に
ご
み
が
溜
る
な
ど
、
川
を
汚

す
原
因
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
下
流

区
域
で
の
浴
水
の
原
因
と
な
り
ま
す
の
で
、
「水

路
に
で
き
る
だ
け
刈
草
を
流
さ
な
い
」
よ
う
、
摯
」

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

保険料の国庫補助対象者と補助額

区 分 必要な要件
回庫補助額

35歳未満 35き 以上

1 認定晨集書で青色
'告

者
¬0000R

(5御 )

6ρ 00ロ

`3,)
2 認定

"農
者て青色申告書

1。p。。R
(5割

'

岬ω
3

区分1ヌ(ま2の■と黎姜経営協定書
"織

し凝督
に,0している●■着または

'継
者〈決)

10p00"

(5割 ,

6000円

(3割 )

4
睦定■黎●または,色●●著0いずれか一方

留●たす●で、0年以内に両方を菊け こ枷

東した者

6000n

(33)

4000円

(2割

'

|
35'まで(25'ネ洟のII合は10年 以内)に

区分1の者な ること轡b珈レた後経看(菫,

円

(3割 )

0保践,の働厚補助に受ける
"両

の保険料曖 万円で日定され、加入者が資

担する保崚将は2万円から日,橘助饉を菫しうに`た金額となります。
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